
事故発生の対応

2024.6.1改定事故発生時の対応

 利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者

の後見人、家族、県及び市町村に連絡を行うとともに、下記の事故発生時の対応マニュアル

に基づき、必要な措置を講じます。

判断 連絡

・状況の判断 ・利用者、家族等に状況説明

・利用者の安全確保 ・管理者へ報告

・主治医に報告

・必要時、受診又は救急要請

・必要な情報を主治医又は救急隊へ伝える

・市町村、介護予防支援者業者、

 居宅介護支援事業所へ報告

・医師の指示に従う ・事故報告書（ヒヤリハット）作成

緊急時における対応

訪問時にご利用者の病状の急変等の緊急事態が生じたときは、上記の事故対応マニュアル

に準じて対応します。

サービス提供時に事故発生


